
 

 

 

 

 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート） 
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令和７年１０月 

福島県危機管理部危機管理課 



１ 委託業務の名称 

  全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信機更新業務 

２ 目 的 

全国瞬時警報システム（以下Ｊアラートという）は、総務省消防庁により配置された衛星

送信局から、内閣官房より提供される国民保護関係情報及び気象庁より提供される緊急地震速

報や噴火速報等の気象情報について、全国に配信された情報を受信するものであり、本県では、

回転灯及びスピーカー、職員へのメール配信により、その情報を即座に覚知できるよう整備し

ている。 

令和７年１月７日付け消防庁通知を受け、新型受信機の仕様に対応した受信機（以下、新

型受信機という）を更新するものである。 

 
３ 委託業務の実施箇所 

  福島県危機管理部危機管理課 

  所在地：福島県福島市杉妻町２番１６号（福島県庁北庁舎３階） 
 
 

４ 委託業務の委託期間 

  契約の日から令和８年３月３１日まで 

 

５ 関係法規等の遵守 

  受注者は、本仕様書に定めるほか、次に掲げる関係法規等を遵守すること。 

（1） 電波法ならびに関係規則 

（2） 優先電気通信法及び同法関係規則 

（3） 電気設備に関する技術基準 

（4） 日本工業規格（JIS） 

（5） 日本電気工業会標準規格（IEM） 

（6） その他関係法令・条例・規則等 

 

６ 業務内容 

（1） Ｊアラート新型受信機及び付属品（受信機ソフトウェア操作用 PC、回転灯、スピーカー）の

更新。（別図のとおり） 

（2） ケーブル（更新機器に付属しているケーブルを除く）は既設を流用すること。 

（3） 既設受信機の設定内容を更新後の受信機に反映させ、問題なく運用できるようにすること 

（4） 更新により不要となった受信機等を適切に処分すること。 

（5） 本業務の設計・運搬・据付および調整試験完了までに必要な機器、関係公官庁等への申請等

の諸手続きを含む検収に至るまでの一切。 

（6） 本業務の受け渡し前に要する費用は、全て契約金額に含むものとする。 

 

  



 

 
 

 

７ 機器の仕様 

（1） Ｊアラート受信機 

JARS-3000（センチュリー・システムズ株式会社） 

（2） 受信機ソフトウェア操作用 PC 

別紙のとおり。 

（3） 回転灯 

NHB4-3-RYG（株式会社パトライト）同等品  

（4） 外部スピーカー 

MM-SPL2N3（サンワサプライ株式会社）同等品 

 

８ 書類の提出 

受注者は、本業務完了後、速やかに次の書類を発注者が指定する部数を発注者に提出するものとす

る。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

９ 仕様書の疑義 

仕様書に疑義が生じた場合は直ちに発注者へ連絡し、発注者、受注者協議のうえ、決定するも

のとする。なお、本仕様書に示されていない事項であっても当然必要と認められる事項は、受注

者の責任において実施するものとする。 

 
  

① 検査成績書  

② 取扱説明書 １部 

③ 試験成績書 １部 

④ 施工写真 １部 

⑤ 完成図書 １部 

⑥ その他発注者が指定するもの 必要部数 



10 設計変更 

本仕様書の内容については、特別の事由が無い限り変更は認めないが、発注者または受注者のや

むを得ない都合により設計に変更が生じた場合は、受注者、発注者協議のうえ、決定するものとする。 

 
11 検査および試験 

発注者は、本機器の設計、製作等の各段階に応じて検査、試験を任意に行うことができ、検査

等の内容、方法等については、発注者が決定するものとし、検査に要する測定機器および人員

等の準備は受注者が行うものとする。本機器において、特に必要と認めたものは、製造工場に

おいては受注者立ち会いのうえ、検査および試験を行い、その試験成績書を発注者に提出する

こと。各機器の機能その他の試験を行い、特に発注者が必要と認めたものについては、立ち会

いのもと行うこと。 

 
12 検収 

受注者は、本業務後に完了届を発注者に提出し、発注者の行う検査の合格をもって検収とする。 

 

13 保証期間 

保証期間は、本機器の引渡しの日より１年間とし、受注者の機器製作および設置時に起因と判断さ

れる障害が発生した場合、すみやかに無償修復または交換するものとする。 

 

14 その他 

既存の設備・ネットワーク環境など現地の確認を必要とする場合は、関係各所と調整するものとする。 

  



＜別紙＞受信機ソフトウェア操作用ＰＣの仕様書 
 

 

【操作用ＰＣ】 

 

以上 

 


